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◎産業廃棄物処分業 
　長野県知事許可2006127108
◎一般廃棄物処分業
　坂城町指令28－227号

木くずチップ工場へのお問い合わせ

長野県埴科郡坂城町大字網掛1372-12
※日曜・祝日休み 8：30～17：00営業

TEL：0268－71－0552
090－3333－0560

★立木伐採
★木くずチップバーク材の販売
★マニフェスト発行ＯＫ！

ローソン坂城村上店様より上田方面車で１分

HP：https://tanaka-kaihatsu.jp/company/

《
第
２
回
自
衛
官
候
補
生
》

資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

受
付
期
限

　９
月
３
日（
火
）

《
第
２
回
一
般
曹
候
補
生
》

資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

受
付
期
限

　９
月
３
日（
火
）

《
海
上
・
航
空
自
衛
隊
航
空
学
生
》

資
格

　高
校
卒（
見
込
み
含
む
）

　
未
満
の
者（
海
自
）・
24
歳
未
満
の

　
者（
空
自
）

受
付
期
限

　９
月
５
日（
木
）

　
各
試
験
の
詳
細
は
、防
衛
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊
長
野
地
方
協
力
本
部

　
☎
０
２
６―

２
３
５―

６
０
２
６

　
令
和
６
年
４
月
に
、次
の
方
か
ら

ご
寄
附
・
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

〇
日
置
電
機
㈱

　
　

　代
表
取
締
役
社
長

　岡
澤
尊
宏

　様

　
小
・
中
学
校
児
童
・
生
徒
用
と
し
て

　
小
・
中
学
校
用
図
書
　
４
冊

〇
埼
玉
県

　井
原
輝
義

　様

　
鉄
の
展
示
館
展
示
品（
備
品
）と
し
て

　
刀
　
２
点

〇
坂
城
町

　田
中
裕
己

　様

　
町
文
化
セ
ン
タ
ー
備
品
と
し
て

　
電
子
ピ
ア
ノ
　
一
式

　　　
簡
単
な
体
操
、食
で
の
血
流
改
善
、

血
圧
測
定
や
個
別
に
健
康
相
談
な
ど

で
き
る
講
座
で
す
。動
き
や
す
い
格

好
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
　
６
月
12
日（
水
）午
前
10
時
〜

場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階

参
加
費
　
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先
　

　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
５
１
１
）

　
直
通
７
５―

６
２
３
０

■
は
じ
め
て
の
寄
せ
植
え

日
時
　
６
月
26
日（
水
）午
前
10
時
〜

講
師
　
田
島
多
美
子 

先
生

参
加
費
　
無
料

　（
別
途
材
料
費
１
，５
０
０
円
）

定
員
　
15
名

申
込
開
始
　
６
月
３
日
（
月
）

※

寄
せ
植
え
す
る
鉢
は
持
参
い
た
だ
く

　
か
購
入
（
８
０
０
円
）
で
き
ま
す
。

■
健
康
ス
マ
イ
ル
体
操

　
健
康
づ
く
り
と
フ
レ
イ
ル
予
防

日
時
　

　
６
月
13
日（
木
）午
前
10
時
15
分
〜

　
６
月
27
日（
木
）午
後
１
時
30
分
〜

参
加
費
　
５
０
０
円（
会
員
無
料
）

◆
各
講
座
共
通
事
項
◆

場
所
　
更
埴
地
域
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

　
ン
タ
ー
本
所

対
象
　
坂
城
町
・
千
曲
市
在
住
の
概

　
ね
60
歳
以
上
の
方

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　（
公
社
）更
埴
地
域
シ
ル
バ
ー
人
材

　
セ
ン
タ
ー
坂
城
支
所

　
☎
８
２―

２
３
１
６

開
催
日
　
９
月
28
日（
土
）

会
場
　
中
野
市
北
公
園（
中
野
市
運

　
動
公
園
）・
山
ノ
内
町
夜
間
瀬
川
緑

　
地
公
園
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

種
目
　
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
、ゲ
ー

　
ト
ボ
ー
ル
、ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、ソ
フ

　
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、ウ
ォ
ー
ク
ラ
　

　
ー
、ペ
タ
ン
ク
、弓
道
、テ
ニ
ス
、マ

　
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ

参
加
資
格
　
県
内
在
住
の
60
歳
以
上

　
の
方

参
加
費
　
ひ
と
り
５
０
０
円

申
込
期
限
　
７
月
31
日（
水
）

　
詳
し
く
は
、（
公
財
）長
野
県
長
寿

社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
２
０
２
４
信
州
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

　
実
行
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
２
６―

２
２
６―

３
７
４
１

　　

町
県
民
税（
普
通
徴
収
）

納
期
限
は
７
月
１
日（
月
）

　
今
月
か
ら
町
県
民
税（
普
通
徴
収
）

の
納
税
が
始
ま
り
ま
す
。６
月
中
旬

頃
ま
で
に
納
付
書
を
発
送
し
ま
す
の

で
、納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
金
融

機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
め

て
く
だ
さ
い
。６
月
分
の
口
座
振
替

は
、７
月
１
日（
月
）に
指
定
口
座
か

ら
振
替
を
し
ま
す
の
で
、振
替
日
前

日
ま
で
に
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
付
方
法
や
口
座
の
変
更
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、６
月
20
日（
木
）ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
に
つ
い
て
は
、手
続
き
に
時
間

が
か
か
る
た
め
、事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
収
納
推
進
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
４
２
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
６

　
任
期
満
了
に
伴
い
、４
月
１
日
付

け
で
、選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
が

決
定
し
ま
し
た
。任
期
は
、令
和
６

年
４
月
１
日
か
ら
令
和
10
年
３
月
31

日
ま
で
で
す
。

委
員
長
　
岩
野
幸
夫
さ
ん

職
務
代
理
　
中
村
耕
一
さ
ん

委
員
　
荒
井
洋
子
さ
ん

委
員
　
滝
澤
毅
彦
さ
ん

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
坂
城
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　（
総
務
課
内
）

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
２
１
２
）

　
直
通
７
５―

６
２
１
０

　　
町
で
は
、児
童
手
当
受
給
者
の
現

況
を
公
簿
等
で
確
認
す
る
こ
と
で
、

毎
年
６
月
の
現
況
届
の
提
出
を
原
則

不
要
と
し
て
い
ま
す
。　

　
た
だ
し
、次
に
該
当
す
る
方
は
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
の
で
、町

か
ら
送
付
す
る
現
況
届
を
期
日
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
り
、

　
住
民
票
の
住
所
地
が
坂
城
町
と
異

　
な
る
方

■
支
給
要
件
児
童
が
戸
籍
や
住
民
票

　
に
記
載
の
な
い
方

■
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し

　
て
い
る
受
給
者
の
方

■
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、施

　
設
等
の
受
給
者
の
方

■
そ
の
他
、状
況
を
確
認
す
る
必
要

　
が
あ
る
方

提
出
期
限
　
６
月
28
日（
金
）

　
期
日
ま
で
に
提
出
が
な
い
場
合
、

６
月
以
降
の
児
童
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。　

◎
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
健
康
課
福
祉
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１
（
内
線
１
３
６
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
５

　　
町
内
事
業
所
に
30
年
続
け
て
勤
務

す
る
常
用
雇
用
者
の
方
を
表
彰
し
ま

す
。該
当
者
の
い
る
事
業
所
は
、調

査
票
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者
　
平
成
５
年
４
月
２
日
か
ら

　
平
成
６
年
４
月
１
日
の
間
に
入
社

　
し
、町
内
事
業
所
に
勤
務
す
る
常

　
用
雇
用
者
。た
だ
し
、法
人
役
員
、

　
個
人
事
業
主
お
よ
び
家
族
従
業
員
、

　
町
外
工
場
・
営
業
所
な
ど
の
現
地

　
採
用
者
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

提
出
締
切
　
７
月
10
日（
水
）

◎
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　商
工
農
林
課
商
工
観
光
係

    

☎
８
２―
３
１
１
１（
内
線
１
５
３
）

　
直
通
７
５―
６
２
０
７

    

Ｆ
Ａ
Ｘ
８
２―
３
１
３
８

　
平
成
11
年
に「
男
女
共
同
参
画
社

会
基
本
法
」が
制
定
さ
れ
、６
月
23

日
か
ら
29
日
ま
で
が「
男
女
共
同
参

画
週
間
」と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
令
和
６
年
度
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

は「
だ
れ
も
が
ど
れ
も
選
べ
る
社
会
に
」

で
す
。性
別
に
関
わ
ら
ず
、誰
も
が
、職

場
、学
校
、地
域
、家
庭
な
ど
で
、そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る

「
男
女
共
同
参
画
社
会
」の
実
現
の
た

め
に
、私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
、

こ
の
機
会
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
課
人
権
・
男
女
共
生
係

　（
隣
保
館
）

　
☎
８
２―

６
６
０
３

　
電
波
の
不
正
利
用
は
、電
波
法
違

反
、犯
罪
で
す
。電
波
を
利
用
す
る
時

は
、必
ず
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

〇
無
線
機
器
を
使
用
の
際
は「
技
適

　
マ
ー
ク
」の
確
認
を
。

〇
電
波
の
利
用
に
は
、原
則
免
許
が

　
必
要
で
す
。

〇
外
国
規
格
の
無
線
機
器
に
は
ご
注

　
意
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
　

　
信
越
総
合
通
信
局

　
▪
不
法
無
線
局
に
関
す
る
こ
と

　
　監
視
調
査
課

　
　☎
０
２
６―

２
３
４―

９
９
７
６

　
▪
放
送
受
信
障
害
に
関
す
る
こ
と

　
　受
信
障
害
対
策
官

　
　
☎
０
２
６―

２
３
４―

９
９
９
１

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

6
月
１
日（
土
）〜
10
日（
月
）は

　住民基本台帳（住所、氏名、生年月日、性別）の閲覧は、公用・公益上必要と認められる場合に限られてお
り、閲覧状況を公表するように定められています。令和６年１月１日から３月31日までの閲覧状況は、次の
とおりです。

◎問い合わせ先　住民環境課住民係　☎82－3111（内線122）　直通75－6204

住民基本台帳の閲覧状況住民基本台帳の閲覧状況住民基本台帳の閲覧状況

閲覧日 閲覧者 対象者および人数閲覧目的

１月９日 157人抽出避難者名簿作成のため苅屋原区 苅屋原区民

１月10日 1人抽出区民名簿作成のため旭ヶ丘区 旭ヶ丘区民

３月18日 34人抽出全国子ども安全共済加入のため四ツ屋区 四ツ屋区民

３月21日 10人抽出育成会等提出書類作成のため横町区 横町区民

３月29日 37人抽出全国子ども安全共済加入のため鼠区 鼠区民

入横尾区民３月29日 入横尾区 41人抽出

23
歳

全国子ども安全共済加入のため

リ
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HP：https://tanaka-kaihatsu.jp/company/

《
第
２
回
自
衛
官
候
補
生
》

資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

受
付
期
限

　９
月
３
日（
火
）

《
第
２
回
一
般
曹
候
補
生
》

資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

受
付
期
限

　９
月
３
日（
火
）

《
海
上
・
航
空
自
衛
隊
航
空
学
生
》

資
格

　高
校
卒（
見
込
み
含
む
）

　
未
満
の
者（
海
自
）・
24
歳
未
満
の

　
者（
空
自
）

受
付
期
限

　９
月
５
日（
木
）

　
各
試
験
の
詳
細
は
、防
衛
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊
長
野
地
方
協
力
本
部

　
☎
０
２
６―

２
３
５―

６
０
２
６

　
令
和
６
年
４
月
に
、次
の
方
か
ら

ご
寄
附
・
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

〇
日
置
電
機
㈱

　
　

　代
表
取
締
役
社
長

　岡
澤
尊
宏

　様

　
小
・
中
学
校
児
童
・
生
徒
用
と
し
て

　
小
・
中
学
校
用
図
書
　
４
冊

〇
埼
玉
県

　井
原
輝
義

　様

　
鉄
の
展
示
館
展
示
品（
備
品
）と
し
て

　
刀
　
２
点

〇
坂
城
町

　田
中
裕
己

　様

　
町
文
化
セ
ン
タ
ー
備
品
と
し
て

　
電
子
ピ
ア
ノ
　
一
式

　　　
簡
単
な
体
操
、食
で
の
血
流
改
善
、

血
圧
測
定
や
個
別
に
健
康
相
談
な
ど

で
き
る
講
座
で
す
。動
き
や
す
い
格

好
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
　
６
月
12
日（
水
）午
前
10
時
〜

場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階

参
加
費
　
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先
　

　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
５
１
１
）

　
直
通
７
５―

６
２
３
０

■
は
じ
め
て
の
寄
せ
植
え

日
時
　
６
月
26
日（
水
）午
前
10
時
〜

講
師
　
田
島
多
美
子 

先
生

参
加
費
　
無
料

　（
別
途
材
料
費
１
，５
０
０
円
）

定
員
　
15
名

申
込
開
始
　
６
月
３
日
（
月
）

※

寄
せ
植
え
す
る
鉢
は
持
参
い
た
だ
く

　
か
購
入
（
８
０
０
円
）
で
き
ま
す
。

■
健
康
ス
マ
イ
ル
体
操

　
健
康
づ
く
り
と
フ
レ
イ
ル
予
防

日
時
　

　
６
月
13
日（
木
）午
前
10
時
15
分
〜

　
６
月
27
日（
木
）午
後
１
時
30
分
〜

参
加
費
　
５
０
０
円（
会
員
無
料
）

◆
各
講
座
共
通
事
項
◆

場
所
　
更
埴
地
域
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

　
ン
タ
ー
本
所

対
象
　
坂
城
町
・
千
曲
市
在
住
の
概

　
ね
60
歳
以
上
の
方

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　（
公
社
）更
埴
地
域
シ
ル
バ
ー
人
材

　
セ
ン
タ
ー
坂
城
支
所

　
☎
８
２―

２
３
１
６

開
催
日
　
９
月
28
日（
土
）

会
場
　
中
野
市
北
公
園（
中
野
市
運

　
動
公
園
）・
山
ノ
内
町
夜
間
瀬
川
緑

　
地
公
園
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

種
目
　
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
、ゲ
ー

　
ト
ボ
ー
ル
、ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、ソ
フ

　
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、ウ
ォ
ー
ク
ラ
　

　
ー
、ペ
タ
ン
ク
、弓
道
、テ
ニ
ス
、マ

　
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ

参
加
資
格
　
県
内
在
住
の
60
歳
以
上

　
の
方

参
加
費
　
ひ
と
り
５
０
０
円

申
込
期
限
　
７
月
31
日（
水
）

　
詳
し
く
は
、（
公
財
）長
野
県
長
寿

社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
２
０
２
４
信
州
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

　
実
行
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
２
６―

２
２
６―

３
７
４
１

　　

町
県
民
税（
普
通
徴
収
）

納
期
限
は
７
月
１
日（
月
）

　
今
月
か
ら
町
県
民
税（
普
通
徴
収
）

の
納
税
が
始
ま
り
ま
す
。６
月
中
旬

頃
ま
で
に
納
付
書
を
発
送
し
ま
す
の

で
、納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
金
融

機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
め

て
く
だ
さ
い
。６
月
分
の
口
座
振
替

は
、７
月
１
日（
月
）に
指
定
口
座
か

ら
振
替
を
し
ま
す
の
で
、振
替
日
前

日
ま
で
に
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
付
方
法
や
口
座
の
変
更
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、６
月
20
日（
木
）ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
に
つ
い
て
は
、手
続
き
に
時
間

が
か
か
る
た
め
、事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
収
納
推
進
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
４
２
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
６

　
任
期
満
了
に
伴
い
、４
月
１
日
付

け
で
、選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
が

決
定
し
ま
し
た
。任
期
は
、令
和
６

年
４
月
１
日
か
ら
令
和
10
年
３
月
31

日
ま
で
で
す
。

委
員
長
　
岩
野
幸
夫
さ
ん

職
務
代
理
　
中
村
耕
一
さ
ん

委
員
　
荒
井
洋
子
さ
ん

委
員
　
滝
澤
毅
彦
さ
ん

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
坂
城
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　（
総
務
課
内
）

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
２
１
２
）

　
直
通
７
５―

６
２
１
０

　　
町
で
は
、児
童
手
当
受
給
者
の
現

況
を
公
簿
等
で
確
認
す
る
こ
と
で
、

毎
年
６
月
の
現
況
届
の
提
出
を
原
則

不
要
と
し
て
い
ま
す
。　

　
た
だ
し
、次
に
該
当
す
る
方
は
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
の
で
、町

か
ら
送
付
す
る
現
況
届
を
期
日
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
り
、

　
住
民
票
の
住
所
地
が
坂
城
町
と
異

　
な
る
方

■
支
給
要
件
児
童
が
戸
籍
や
住
民
票

　
に
記
載
の
な
い
方

■
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し

　
て
い
る
受
給
者
の
方

■
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、施

　
設
等
の
受
給
者
の
方

■
そ
の
他
、状
況
を
確
認
す
る
必
要

　
が
あ
る
方

提
出
期
限
　
６
月
28
日（
金
）

　
期
日
ま
で
に
提
出
が
な
い
場
合
、

６
月
以
降
の
児
童
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。　

◎
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
健
康
課
福
祉
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１
（
内
線
１
３
６
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
５

　　
町
内
事
業
所
に
30
年
続
け
て
勤
務

す
る
常
用
雇
用
者
の
方
を
表
彰
し
ま

す
。該
当
者
の
い
る
事
業
所
は
、調

査
票
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者
　
平
成
５
年
４
月
２
日
か
ら

　
平
成
６
年
４
月
１
日
の
間
に
入
社

　
し
、町
内
事
業
所
に
勤
務
す
る
常

　
用
雇
用
者
。た
だ
し
、法
人
役
員
、

　
個
人
事
業
主
お
よ
び
家
族
従
業
員
、

　
町
外
工
場
・
営
業
所
な
ど
の
現
地

　
採
用
者
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

提
出
締
切
　
７
月
10
日（
水
）

◎
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　商
工
農
林
課
商
工
観
光
係

    

☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
５
３
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
７

    

Ｆ
Ａ
Ｘ
８
２―

３
１
３
８

　
平
成
11
年
に「
男
女
共
同
参
画
社

会
基
本
法
」が
制
定
さ
れ
、６
月
23

日
か
ら
29
日
ま
で
が「
男
女
共
同
参

画
週
間
」と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
令
和
６
年
度
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

は「
だ
れ
も
が
ど
れ
も
選
べ
る
社
会
に
」

で
す
。性
別
に
関
わ
ら
ず
、誰
も
が
、職

場
、学
校
、地
域
、家
庭
な
ど
で
、そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る

「
男
女
共
同
参
画
社
会
」の
実
現
の
た

め
に
、私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
、

こ
の
機
会
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
課
人
権
・
男
女
共
生
係

　（
隣
保
館
）

　
☎
８
２―

６
６
０
３

　
電
波
の
不
正
利
用
は
、電
波
法
違

反
、犯
罪
で
す
。電
波
を
利
用
す
る
時

は
、必
ず
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

〇
無
線
機
器
を
使
用
の
際
は「
技
適

　
マ
ー
ク
」の
確
認
を
。

〇
電
波
の
利
用
に
は
、原
則
免
許
が

　
必
要
で
す
。

〇
外
国
規
格
の
無
線
機
器
に
は
ご
注

　
意
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
　

　
信
越
総
合
通
信
局

　
▪
不
法
無
線
局
に
関
す
る
こ
と

　
　監
視
調
査
課

　
　☎
０
２
６―

２
３
４―

９
９
７
６

　
▪
放
送
受
信
障
害
に
関
す
る
こ
と

　
　受
信
障
害
対
策
官

　
　
☎
０
２
６―

２
３
４―

９
９
９
１

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

6
月
１
日（
土
）〜
10
日（
月
）は

　住民基本台帳（住所、氏名、生年月日、性別）の閲覧は、公用・公益上必要と認められる場合に限られてお
り、閲覧状況を公表するように定められています。令和６年１月１日から３月31日までの閲覧状況は、次の
とおりです。

◎問い合わせ先　住民環境課住民係　☎82－3111（内線122）　直通75－6204

住民基本台帳の閲覧状況住民基本台帳の閲覧状況住民基本台帳の閲覧状況

閲覧日 閲覧者 対象者および人数閲覧目的

１月９日 157人抽出避難者名簿作成のため苅屋原区 苅屋原区民

１月10日 1人抽出区民名簿作成のため旭ヶ丘区 旭ヶ丘区民

３月18日 34人抽出全国子ども安全共済加入のため四ツ屋区 四ツ屋区民

３月21日 10人抽出育成会等提出書類作成のため横町区 横町区民

３月29日 37人抽出全国子ども安全共済加入のため鼠区 鼠区民

入横尾区民３月29日 入横尾区 41人抽出

23
歳

全国子ども安全共済加入のため

リ
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